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犯罪抑止対策室特殊詐欺対策係

～表示 さ れ た 連絡先 に は電話 し な い で～

Ｎ Ｔ Ｔ フ ァ イ ナ ン ス を か た っ た

架空料金請求のショートメールに注意

兵 庫 県 警 察

具体的な手口の例

携帯電話に知らない電話番号から、「ご利
用料金のお支払い確認が取れていません。本
日中に、050-●●●●-●●●● ＮＴＴフ
ァイナンスサポートセンターまでご連絡くだ
さい。」とのショートメッセージ（メール）
が送信されます。

メールに記載の連絡先に電話をかけると、
「有料サイトの利用料金の未納がありま

す。本日中に支払わなければ、裁判になり
ます。」
「救済制度があり、９割のお金は戻って

きますので、一旦、支払ってください。」
などと言われ、ＡＴＭでの振り込みやコンビ
ニで電子マネーを購入して支払うように指示
されます。

◎ メールに記載されている連絡先には、決して電話しないでください。
◎ 「コンビニで電子マネー買って」と指示されたら、それは詐欺です。
◎ だましとられたお金が返ってくることは、絶対にありません。
◎ 身に覚えのない料金請求のメールが届いた場合は、最寄りの警察署
などに相談してください。

ご利用料金のお支払
い確認が取れていませ
ん。
本日中に、050-●

●●●-●●●●ＮＴ
Ｔファイナンスサポー
トセンターまでご連絡
ください。

だまされないで！
ＮＴＴファイナン
スからＳＭＳ等で
利用料金の通知は
しません！


